
公  募  

 

 下 記 の 業 務 を 行 う 者 を 公 募 し ま す 。 応 募 さ れ る 方 は 、 公 募 説 明 資 料 の

応募 要領 に基 づ き 応募 して 下さ い 。  

 な お 、 本 業 務 に 係 る 契 約 締 結 の 条 件 は 、 令 和 ８ 年 度 予 算 （ 暫 定 予 算 を

含む ）が 成立 し 、 予算 示達 がな さ れ た場 合と しま す 。  

 

記  

 

1 業 務 の内 容  

 

 (1)件 名  

利根 沼田 森林 管 理 署庁 舎電 気供 給 業 務（ 単価 ）  

 

 (2)業 務内 容  

  利 根 沼 田 森 林 管 理 署 庁 舎 及 び 敷 地 内 施 設 で 使 用 す る 電 気 の 供 給 業 務 。  

契約 内容 等の 詳 細 につ いて は公 募 説 明資 料を ご覧 下 さ い。  

 

 (3)履 行期 間   

  令和 ８年 ４ 月 の計 量日 翌日 か ら 令和 ９年 ４月 の 計 量日 まで  

 

 (4)需 要場 所  

  群馬 県沼 田 市 鍛冶 町３ ９２ ３ － １  利根 沼田 森 林 管理 署  

 

2 応 募 資格  

 

 (1) 予算 決算 及 び会 計令 第 70 条 の 規定 に該 当し な い 者で ある こと 。  

   な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 契 約 締 結 の た め

に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に

該当 する 。  

 

 (2) 予算 決算 及 び会 計令 第 71 条 の 規定 に該 当し な い 者で ある こと ｡ 

 

 (3)  令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 農 林 水 産 省 競 争 参 加 資 格 （ 全 省 庁 統 一 資 格 ）

に お い て 「 物 品 の 販 売 」 に 登 録 さ れ 関 東 甲 信 越 地 域 の 競 争 参 加 資

格を 有す る者 で あ るこ と ｡ 

 

 (4)  電 気事 業法 第 2 条 の 2 の規 定 に基 づき 小売 電 気 事業 の登 録を 受 け

てい るこ と。  

 

 (5)  契 約 担 当 官 等 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 購 入 契 約 及 び 役 務 等 契

約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い

こと ｡  

 



3 公 募 説 明 資 料 を 交 付 す る 場 所 及 び 日 時 (ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー

ドも でき ます ）  

 

 (1)場 所   

  〒 378-0018 

  群馬 県沼 田 市 鍛冶 町３ ９２ ３ － １  

  利根 沼田 森 林 管理 署  総務 グ ル ープ  電 話  0278-24-5535 

 

 (2)日 時    

  令和 ８年 ２ 月 １７ 日か ら令 和 ８ 年３ 月４ 日の 午 前 ９時 から 午後 ５ 時  

  （た だし 、 行 政機 関の 休日 を 除 く。 ）  

  

4 応 募 期限 及び 応 募先  

 

 (1)応 募期 限   令和 ８年 ３月 ５ 日  午 後３ 時  

 

 (2)応 募先    上記 3(1)と 同じ  

 

5 公 募 説明 資料  

 

 公 募説 明資 料 （ 応募 要領 ・契 約 書 （案 ）・ 仕様 書 （ 案） ・参 考資 料 ）  

 

6 契 約 日  令和 ８ 年４ 月１ 日（ 予 定 ）  

 

7 そ の 他  

 本 件 公 募 の 結 果 、 上 記 ２ の 応 募 資 格 を 満 た す 者 か ら の 応 募 が あ っ た 場

合 、 当 該 応 募 者 よ り 見 積 書 の 提 出 を 依 頼 し 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 で よ り 安

価な 見積 をし た 者 と契 約を 締結 す る もの とす る。  

 

８  契約 締結 の 条 件  

 本 公 募 に 係 る 契 約 締 結 の 条 件 は 、 令 和 ８ 年 度 予 算 （ 暫 定 予 算 を 含 む ）

が成 立し 、予 算 示 達が なさ れた 場 合 とす る。 契約 締 結 日 は 4 月 1 日とす

る 。 た だ し 、 令 和 ８ 年 度 予 算 が 成 立 し な か っ た 場 合 に は 、 契 約 締 結 日 は

その 予算 成立 日 と する 。  

ま た 、 暫 定 予 算 と な っ た 場 合 に は 、 予 算 措 置 が 全 額 計 上 さ れ て い る 時 に

は 全 期 間 に 渡 っ て 全 額 で の 契 約 と す る が 、 部 分 的 な 予 算 措 置 と な っ た と

きは 全体 の契 約 期 間に 対す る暫 定 予 算の 期間 分の み の 契約 とす る。  

 

 

 令 和８ 年２ 月 １ ７日  

                   分任 支 出負 担行 為担 当 官  

                   利根 沼田 森林 管理 署 長  田 中  直哉  

 

 

 



 

 

 

お知 らせ  

  農 林 水 産 省 の 発 注 事 務 に 関 す る 綱 紀 保 持 を 目 的 と し て 、 農 林 水 産

省綱 紀保 持規 程 （ 平成 19 年 農林 水 産 省訓 令第 22 号 ） が 制定 されま

し た 。 こ の 規 程 に 基 づ き 、 第 三 者 か ら 不 当 な 働 き か け を 受 け た 場 合

は 、 そ の 事 実 を ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る な ど の 綱 紀 保 持 対 策 を 実 施

して いま す。  

 詳 し く は 、 当 ホ ー ム ペ ー ジ の 「 発 注 者 綱 紀 保 持 対 策 に 関 す る 情 報

等」 をご 覧下 さ い 。  

 

 


